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 堺市教育委員会 
 



は じ め に 

 

 

がんは、昭和５６（１９８１）年以後我が国の死亡原因の第１位であり、統計上では国民

の２人に１人ががんに罹患し、３人に１人ががんで死亡していると推計されています。 

このような状況から、がん対策のより一層の推進を図るため、「がん対策基本法」が平成

１９（２００７）年４月に施行され、この基本法に基づき、がん対策を総合的かつ計画的に

推進するための「がん対策推進基本計画」が同年６月に策定されました。 

本市におきましても、「堺市がん対策推進条例」が平成２４年９月議会において議決され、

平成２５年１月１日に施行されました。 

本条例の第７条（５）には、「教育機関におけるがん予防につながる学習の充実」が明記

され、子どもの頃から健康的な生活習慣を身に付け、がんに関する知識を深め、がんの予防

も含めた健康教育の必要性が謳われています。 

 

がんが国民病と呼ばれるようになった現在、子どもが、親や家族等の近親者のがんを経験

することは想像に難くありません。たとえ、規則正しい生活習慣を心がけていても遺伝的な

素因や予防が難しい原因により、がんが発症することもあります。子どもたちが小中学校に

おいて、がんの正しい知識を学ぶことは、自分はもちろん、近親者や周りの人への理解と適

切な対応を身に付けることにつながります。 

現在も、小中学校におけるがんに関する教育として、体育や保健体育等の授業において指

導がなされていますが、がんを正しく理解することやがんを予防することなど、「がんに関

する教育」を今まで以上に推進することが求められています。 

 

教育委員会では、小中学校における健康教育の一環として、「がんに関する教育」指導資

料作成委員会を設置し、がんに関する教育を推進するための指導資料を作成して堺市全学校

園へ配付しています。このたび、改訂版を作成し、これまで学んできたことをもとに、更に

もう一歩踏み出すために、ヘルスプロモーションの観点に立った指導資料としました。私た

ちの健康を支える取り組みには個人や家族の努力に加え、地域社会や国が行う支援があるこ

とを学び、地域社会の一員として、自分や周りの人のがん予防を発信できる生徒の育成をめ

ざしています。 

 各学校においては、本指導資料を活用し、がんに関する教育の推進に努めていただきます

ようお願いします。 

 

 

 

 

学校教育部長  山之口 公一 
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○心理的配慮について 

家族や身近な人が、がんの治療中であったり、がんによって亡くなったりしている子ど

もへの心理的な配慮が必要です。 

がんにかかるのは、誰のせいでも、何かをしたから、あるいはしなかったからなるわけ

ではないことをきちんと知らせ、子どもに自分のせいだと思い込ませないようにする必要

があります。 

○小児がんについて 

本時の指導は、成人のがんについて学ぶものであり、小児がんについて学ぶものではあ

りません。もし、学級に小児がんの治療中、または既往歴のある児童がいる場合は、指導

を行う際に、十分に検討し、当該児童の保護者にも意見を得ておくなどの配慮が必要です。 

○生活習慣とがんとの関連性について 

規則正しい生活習慣によって、将来がんになる可能性を低くすることはできますが、絶

対にがんにならないわけではありません。 

○がん検診について 

がん検診によって、早期にがんを発見することができ、早期の治療によって、がんを治

せる可能性が高くなります。ただし、がん検診によってすべてのがんを見つけることがで

きるということではありません。 

○喫煙や飲酒について 

未成年者の喫煙や飲酒は、法律で禁じられていることを説明するだけでなく、成人にな

っても喫煙や過度の飲酒を控える気持ちを育てる必要があります。 

○放射線について 

自然にある放射線やエックス(Ⅹ)線検査など日常で受ける量であれば、通常は健康への

心配はありませんが、放射線を受ける量はできるだけ少なくすることは大切です。 

○指導する予防法について 

  本時で指導するがんの予防法などについては、現状で推奨できる科学的根拠に基づいた

ものについて示しています。 

現在もがんに関する研究は進められており、今後、がんに関連する情報が更新されるこ

とが予想されます。そのため、常に正しい情報の収集・活用が大切です。 

本指導資料の活用にあたっての配慮事項 



【指導事例】 

第３学年 保健体育科学習指導案（保健分野） 

 

１ 単元名   健康な生活と病気の予防 

２ 単元目標 

健康な生活と疾病の予防について、理解を深めることができるようにする。 

３ 単元指導計画（案） 【全１９時間】 

単元数 小単元 主な学習内容 授業時数 

１ 
健康の成り立ちと 

病気の発生要因 

健康は、主体と環境の相互作用のもとに成り立っていること。また、

疾病は、主体の要因と環境の要因がかかわりあって発生すること。 
１ 

２ 食生活と健康 

健康の保持増進には、適切な時間に食事をすること、栄養バランス

や量などに配慮することや運動によって消費されたエネルギーを食事

によって補給することが必要であること。 

５ ３ 運動と健康 運動の効果と健康の保持増進には適切な運動が必要であること。 

４ 休養・睡眠と健康 健康の保持増進には、適切な休養及び睡眠が必要であること。 

５ 生活習慣病の予防 
健康の保持増進には年齢、生活環境に応じた食事、適切な運動、休

養及び睡眠の調和のとれた生活を続けることが必要であること。 

６ 喫煙の害と健康 
喫煙の害について理解すること。未成年者の喫煙は身体に大きな影

響を与えること。 

５ 

７ 飲酒の害と健康 

飲酒が中枢神経の働きを低下させること。常習的な飲酒により、肝

臓病などのさまざまな病気を起こしやすくなること。未成年の飲酒は

悪影響を及ぼすこと。 

８ 
薬物乱用の害と 

健康 

覚せい剤や大麻などを取り上げ、摂取によって幻覚を伴って激しい

急性の錯乱状態や急死などを引き起こすこと。薬物の連用により依存

症状が現れ、中断すると精神や身体に苦痛を感じるようになるなど

様々な障害が起きること。 

９ 
薬物乱用の社会へ

の影響 

薬物乱用が心身の健康や人格形成を阻害するだけでなく、暴力、性

的非行、犯罪など家庭・学校・地域社会にも深刻な影響を及ぼすこと。 

１０ 

喫煙・飲酒・薬物

乱用の要因と適切

な対処 

喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、知識の欠如、好奇心、ストレ

スなどの心理状態、周囲の人間関係の中で生じる断りにくい状況等、

社会環境が影響していること。また、それらに適切に対処する方法を

考えること。 

１１ 
感染症の原因と 

その広がり方 

感染症は、身近な病気であり、健康に重大な影響を与えること。感

染や発病は自然環境や社会環境の条件かかかわっていること。 

４ １２ 感染症の予防 
感染症を予防するには、発生源をなくすことと感染経路を遮断する

こと、身体の抵抗力を高めることが必要であること。 

１３ 性感染症の予防 性感染症やエイズについて、その疾病概念や感染経路について正し

く知ること。また、その予防方法について理解すること。 １４ エイズの予防 

１５ 
保健・医療機関の 

利用 
健康の保持増進や疾病の予防には、保健・医療機関を有効に利用す

ること。また医薬品は、正しく使用すること。 
２ 

１６ 医薬品の利用 

１７ 
個人の健康を守る

社会の取り組み 

個人の健康は、健康を保持増進するための社会の取り組みと密接な

かかわりがあること。 
１ 

※ 

１８ 
がんとその予防 

がんについて正しく理解し、より良い生活習慣や検診が、自分や周

りの人のがんを予防するのに有効な手段であること。また、自分にで

きる予防について考えること。 
１ 



４ 小単元名   「がんとその予防」 

 

５ 小単元目標(本時の目標) 

・より良い生活習慣や検診が、自分や周りの人のがんを予防するのに有効な手段であることを理解

する。 

・がんについて理解を深め、予防のために自分ができることを考える。 

 

６ 評価規準 

健康・安全へ 

の関心・意欲・態度 

健康・安全についての 

思考・判断 

健康・安全についての 

知識・理解 

・がんの正しい知識や予防につい

て自分の生活を振り返ったり、

資料から読み取ったりするなど

の学習活動に意欲的に取り組も

うとしている。 

・がんの正しい知識や予防につ

いて、学習したことを自分の

生活と比較したり、関係を見

つけたりするなどして、道筋

を立てて考え、それらを説明

している。 

・がんの正しい知識や生活習慣

の改善、検診の受診等により、

がんを予防することを理解

し、理解したことを話したり、

書き出したりしている。 

 

７ 展開 

 学習活動 支援（○）と評価（＊） 指導上の留意点 

 

導 

入 

５ 

分 

１ 本時の目標を確認する。 

 

 

 

 

 

・がんの仕組みについてふり返

る。 

 

 

 

 

 

Q1“がん”の原因について話し

合おう！ 

 

 

 

 

【スライド１】 

 

 

 

 

 

【スライド２】 

○がんの発生と進行の仕組みを

説明し、がんについて学習した

ことを想起させる。 

 

 

 

【スライド３】 

○生徒の意見を板書する。 

【スライド４～６】 

○たばこに含まれる発がん物質

が細胞を傷つける原因である

ことを確認する。 

・個人情報保護の観点から、

治療中や亡くなった方の情

報については授業内での共

有とする。また発言につい

ては、当事者の気持ちを配

慮するよう指導する。 

⇒指導資料解説① 

・がんはどんな病気であるか

確認する。 

・スライド２を使い、「遺伝子

に傷を付ける原因」につい

て考えるよう促す。 

 

・喫煙は肺がんをはじめとし

て多くのがんにかかる危険

性を高めることが明らかで

あるため、喫煙を例に取り

上げる。 

⇒指導資料解説② 



・本時の目標を知る。 

 

 

 

ワークシート 

 

【スライド７】 

 

展

開 

① 

10 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ がんについての理解を深

める。 

Q2 日本で、“がん”になる人は

何人に１人くらいいるでし

ょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3“がん”は体のどこにできる

でしょう？  

 ・がんの死因１位を考える。 

 

 

 

 

Q4“がん”にならない方法はあ

るのかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド８・９】 

○だれもがかかる可能性がある

病気であることを理解させる。 

【スライド１０】 

○がんの罹患者数は増加の一途

をたどっていることを確認す

る。 

【スライド１１】 

○堺市の主な死因１位ががんで

あること、３分の１を占めるこ

とを確認する。 

 

【スライド１２・１３】 

○がんは体のどの組織にもでき

ることを理解させる。その際主

要５大がんについてもふれる。 

 その中で死因１位～３位を提

示する。 

 

【スライド１４・１５】 

○がんにならない方法はないが、

がんにかかりにくくしたり、が

んの早期発見により、治しやす

くしたりする方法はあること

を理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

⇒指導資料解説③ 

 

 

⇒指導資料解説④ 

 

 

 

⇒指導資料解説⑤ 

 

 

 

 

⇒指導資料解説⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“がん”の「正しい知識」を学び「その予防」について 

何ができるか考えよう。 



 

展 

開 

② 

25 

分 

３ がんの予防について理解

を深める。 

Q5“がん”にかかりにくくする

には、どんな生活が望まし

いかな？ 

ワークシート 

・個人で考える。 

・班で意見を共有し発表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6 地域社会での取り組みや支

援についてみていこう！ 

 ・堺市の取り組みについて知

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド１６】 

＊自分の生活をふり返りながら、

意欲的に取り組もうとしてい

る。【関心・意欲・態度】 

○生徒の意見を板書する。 

 

 

 

 

 

 

【スライド１７・１８】 

○望ましい生活習慣について確

認する 

【スライド１９】 

○がんの予防には、正しい生活習

慣の実践など、ヘルスプロモー

ションの考え方が重要である

ことを理解させる。 

 

【スライド２０】 

 

【スライド２１】 

○堺市が行っている「がん検診」

の種類・場所・費用などを理解

させる。 

 

【スライド２２】 

○子宮頸がんは若年層にも多く

あることを理解させる。 

 

【スライド２３】 

○胃がんを例に、検診によるがん

の発見が生存率の高さに結び

つくことを理解させる。 

 

 

 

・生徒が自らの生活習慣に結

びつけることができるよう

に促す。 

・どんなよい生活習慣の人で

もがんになることがあるこ

とを伝える。 

・自分ひとりで考えることが

難しい生徒には個別に声か

けし、考えが持てるように

支援する。 

 

⇒指導資料解説⑦ 

・「家のでの７つのやくそく」

を配付する。 

・生徒の意見と「５つの健康

習慣」「家での７つのやくそ

く」に照らし合わせながら

説明する。 

 

 

・別紙資料を配付する。 

 

⇒指導資料解説⑧ 

 

 

 

 

⇒指導資料解説⑨ 

・子宮頸がん予防ワクチンの

接種について正しい認識を

もたせる。 

⇒指導資料解説⑩ 

 

 

 

 



・がん検診の受診率の低さを

知り、どうしたらよいか考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健センターの役割につい

て理解する。 

 

 

Q7 もし身近な人が“がん”にな

ってしまったら・・・ 

 ・がんの治療法や緩和ケアに

ついて理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域がん診療連携拠点病院

について知る。 

 

 

【スライド２４】 

○胃がんを例に、がん検診受診率

の低さを確認する。 

 

 

 

 

 

 

【スライド２５】 

○条例の下線部分について説明

する。 

 

【スライド２６】 

 

 

 

【スライド２７】 

 

【スライド２８】 

○がんの治療法には手術・放射線

治療・化学療法があり、治療は

医師と患者が話し合って患者

にあった治療が行われること

を理解させる。 

 

【スライド２９】 

○治療には痛みだけでなく、心の

不安やつらさがあることも押

さえる。 

○緩和ケアにより、患者が治療を

前向きに臨めるようになるこ

とを理解させる。 

 

【スライド３０】 

○厚生労働省指定の「地域がん診

療連携拠点病院」が、堺市医療

圏の各医療施設との連携ネッ

⇒指導資料解説⑪ 

発問の例 

「がん検診でがんを発見し治

療を行った結果、生存率が

高くなっているにもかかわ

らず、がん検診の受診率は

低い。どうしたら受診率が

上がるだろうか。」 

 

⇒指導資料解説⑫ 

 

 

 

⇒指導資料解説⑬ 

・各区に設置されていること

を確認する。 

 

 

 

⇒指導資料解説⑭ 

 

 

 

 

 

 

⇒指導資料解説⑮ 

・緩和ケアは、診断された時

から始まること、対象者は患

者のみならず、その家族、遺

族も含むことを確認する。 

 

 

 

⇒指導資料解説⑯ 

・専門的ながん医療の提供、

地域のがん診療の連携協力

体制の構築、がん患者に対



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ がんの予防について、今の

自分にできることやこれか

らの自分がやっていこうと

思うことを考える。 

Q8“がん”の予防のために今、

できることはなんだろう。 

生涯にわたる健康に必要だ

と思うことはなんだろう。 

ワークシート 

・個人で考える。 

・班で意見を共有し発表す

る。 

 

トワークを構築し、支援してい

ることを説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド３１】 

○机間指導しながら、「今できる

こと」と「生涯にわたって必要

なこと」の視点から考えられる

よう助言する。 

 

○発表を聞くことで、自身の考え

を深めさせる。 

＊がんについて理解を深め、予防

のために自分ができることを

考えている。【思考・判断】 

する相談支援及び情報提供

などを行なっている。 

・堺市では、「独立行政法人労

働者健康福祉機構 大阪労

災病院」と「独立行政法人

堺市立病院機構 堺市立総

合医療センター」が地域が

ん診療連携拠点病院に指定

されている。 

 

・自分ひとりで考えることが

難しい生徒には個別に声か

けし、考えが持てるように

支援する。 

 

ま

と

め 

10 

分 

５ 本時の学習についてまと

める。 

ワークシート 

・キーワードを使って自分の

言葉でまとめる。 

 

 

・学習したことをふり返る。 

 

 

 

＊生活習慣の改善や定期的な検

診等が、がん予防の有効な手段

であることを理解している。 

【知識・理解】 

【スライド３２】 

【スライド３３・３４】 

 

 

 

・まとめやふり返りを発表さ

せるなどして本時の学びを

共有する。 

 

 

・ヘルスプロモーションの観

点に立ち、健康を支える地

域社会の取り組み・支援が

あることを発信する人にな

ること促す。 

 



がん関する学習                                 ワークシート 

がんとその予防   ３年  組  番 名前           

目標 

１．がんにかかりにくくするには、どんな生活が望ましいだろう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．がんの予防について 

～今の自分にできること～        ～将来の自分にできること～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．まとめ（キーワード：がん細胞・生活習慣・がん検診・発信） 

 

 

 

 

 

４．ふり返り 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

○「命の大切さ」について学ぶ道徳等との関連を図る。 

 

核家族化の影響により、現代の子どもたちは、身内の死に遭遇する機会が少なく、死の捉

え方も個人で大きく異なります。 

この指導事例では、早期にがんを発見し、早期に治療を開始することで治癒率があがるこ

とやがんイコール死ではないことを取り上げています。 

しかし、残念ながら、３人に１人ががんで亡くなるという現実があり、病気の知識だけで

なく命と向き合うような内容を指導することも場合によっては必要となります。 

 

小児がんについても、十分な配慮は必要ですが、正しい理解とともに命の大切さにつなが

る授業を実施することも大切です。 

命あるものは死を免れないという自然の摂理とともに命の大切さや死の尊厳など、生と死

を自分のものとして考える時間を学年に応じてもつことが必要です。 

 

本学習は、がんについて正しく理解し、その予防について学習することをねらいとしまし

た。 

今後は、道徳の時間等を活用し、命の大切さについて学習することで本学習を充実させる

ことが重要です。本市作成の小学校、中学校に配布している「道徳未来をひらく」や文部科

学省作成の「私たちの道徳」等、生命の尊重を扱った資料を有効に活用し、がんに関する教

育の効果的な指導に努めていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がんに関する教育の一層の充実 
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